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高
齢
者
が
地
域
で
安
心
し
て
生
活
で

き
る
よ
う
に
、
主
任
介
護
支
援
専
門
員

(
主
任
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
)、
社
会
福
祉

士
、
保
健
師
な
ど
の
資
格
を
持
っ
た
職

員
が
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
さ
ま
ざ
ま
な

相
談
に
応
じ
ま
す
。

高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
を
目
指
し
て

講
座
の
開
催
や
高
齢
者
の
お
宅

訪
問
な
ど
も
し
て
い
ま
す

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、

認
知
症
や
在
宅
介
護
、
看み

取と

り
に

つ
い
て
考
え
る
講
座
な
ど
を
開
催

す
る
こ
と
で
、
地
域
の
皆
さ
ん
と

介
護
・
医
療
の
専
門
機
関
と
の
連

携
を
図
り
、
幅
広
い
包
括
的
な
地

域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
進

め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
職
員
が
地
域
の
高
齢
者

の
お
宅
へ
訪
問
し
、
い
つ
ま
で
も

健
康
に
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
よ
う

ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
り
、
専
門
機

関
を
紹
介
し
た
り
す
る
こ
と
で
、

要
介
護
状
態
と
な
る
こ
と
を
未
然

に
防
ぎ
、
介
護
予
防
の
支
援
を
し

て
い
ま
す
。

出
張
相
談
を
始
め
ま
し
た

　

城
山
・
向
陽
、
中
部
、
豊
田
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
交

流
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
出
張
相
談
を

行
っ
て
い
ま
す
。
日
時
な
ど
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

例
え
ば
、
こ
ん
な
心
配
ご
と
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

・
今
の
健
康
を
維
持
す
る
に
は
ど
う

し
た
ら
よ
い
か

・
ど
う
し
た
ら
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
か

・
認
知
症
の
家
族
に
ど
う
接
し
た
ら

よ
い
か

　

日
々
の
生
活
で
の
困
り
ご
と
、

心
配
ご
と
な
ど
、
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

地域包括支援センター（市内7カ所）

センター名 ところ 担当地区 問い合わせ先

城山・向陽地域包括支援センター 見付交流センター駐車場内
城山中学校区

向陽中学校区

☎0538-36-4865

℻0538-36-4603

中部地域包括支援センター ｉプラザ１階
磐田第一中学校区

神明中学校区

☎0538-37-1060

℻0538-37-0550

南部地域包括支援センター 急患センター１階 南部中学校区
☎0538-36-8900

℻0538-36-8001

豊岡地域包括支援センター 豊岡支所１階 豊岡中学校区
☎0539-63-0500

℻0539-63-0505

豊田地域包括支援センター アミューズ豊田内
豊田中学校区

豊田南中学校区

☎0538-36-1300

℻0538-36-1301

竜洋地域包括支援センター 竜洋支所１階 竜洋中学校区
☎0538-66-9221

℻0538-66-9222

福田地域包括支援センター 福田支所１階 福田中学校区
☎0538-58-3242

℻0538-58-3243

問高齢者支援課（i プラザ 3 階）☎ 0538-37-4831　ＦＡＸ 0538-37-6495

地域包括支援センターは高齢者の総合相談窓口です

お気軽にご相談ください

開所時間／月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分（祝日、休日、年末年始を除く）
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磐
田
市
で
新
生
活
を
ス
タ
ー
ト
す
る
世

帯
を
応
援
す
る
た
め
、
夫
婦
と
も
に
39
歳

以
下
の
新
婚
世
帯
の
方
へ
、
新
居
の
取
得
・

賃
貸
・
引
っ
越
し
に
か
か
る
費
用
を
補
助

す
る
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

▼
助
成
対
象
と
な
る
費
用

　

婚
姻
を
機
に
令
和
4
年
1
月
1
日
か
ら

申
請
日
ま
で
に
支
払
っ
た
、
転
入
ま
た
は

転
居
に
係
る
次
の
費
用

①
市
内
に
住
宅
を
購
入
ま
た
は
新
築
す
る

　

際
に
要
し
た
費
用

②
住
宅
を
賃
貸
す
る
際
に
要
し
た
費
用
(
賃

　

料
、
敷
金
、
礼
金
、
共
益
費
、
仲
介
手
数
料
)

③
引
っ
越
し
業
者
ま
た
は
運
送
業
者
に
支

　

払
っ
た
費
用

④
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
費
用

▼
助
成
上
限
額

　

①
か
ら
④
を
合
算
し
た
額
の
う
ち
、
婚

姻
日
に
お
い
て
夫
婦
の
年
齢
の
高
い
方
が

29
歳
以
下
は
60
万
円
、
30
歳
以
上
39
歳
以

下
は
30
万
円
が
助
成
上
限
額
と
な
り
ま
す
。

▼
助
成
対
象
世
帯

〇
令
和
4
年
1
月
以
降
に
婚
姻
届
を
提
出

　

し
、
受
理
さ
れ
た
夫
婦

〇
婚
姻
日
に
お
け
る
夫
婦
の
年
齢
が
と
も

　

に
39
歳
以
下
で
あ
る
こ
と

〇
夫
婦
の
令
和
3
年
中
の
所
得
の
合
計
額

　

が
4
0
0
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
(
た

　

だ
し
、
婚
姻
を
機
に
離
職
し
申
請
時
に

　

お
い
て
無
職
の
方
の
所
得
は
算
入
し
ま

　

せ
ん
)

※
こ
の
ほ
か
の
条
件
な
ど
詳
し
く
は
、
市

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

▼
申
請
の
方
法

　

申
請
書
(
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
)
に
必
要
書
類
を
添
え

て
、
直
接
ま
た
は
郵
送
で
こ
ど
も
未
来
課

(
〒
4
3
8

－

0
0
7
7　

国
府
台
57

－

7
)
へ
。

▼
申
請
の
期
限

　

令
和
5
年
3
月
31
日
㈮
ま
で

※
応
募
が
多
数
の
場
合
、
年
度
途
中
で
も

　

事
業
が
終
了
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

新
婚
さ
ん
の
新
生
活
を
応
援
！

結
婚
新
生
活
支
援
事
業
助
成
金
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た

問
こ
ど
も
未
来
課
（
ｉ
プ
ラ
ザ
3
階
）
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－

4
8
9
6

ＦＡＸ
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3
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ページ番号 1010696

育
児
サ
ポ
ー
タ
ー
を
派
遣
し
ま
す

子
育
て
相
談
員
を
「
育
児
サ
ポ
ー
タ
ー
」
に
改
名

問
こ
ど
も
未
来
課
（
ｉ
プ
ラ
ザ
3
階
）

☎
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－
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ページ番号 1001786
　

磐
田
市
で
は
、
妊
娠
か
ら
安
心
し
て
子

育
て
が
で
き
る
よ
う
に
育
児
サ
ポ
ー
タ
ー

派
遣
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
4
年
度
か
ら
双
子
な
ど
の
多
胎
児

を
妊
娠
、
出
産
さ
れ
た
妊
産
婦
の
利
用
時

間
と
利
用
期
間
を
拡
充
し
ま
し
た
。

▼
利
用
で
き
る
方

　

市
内
に
住
所
が
あ
る
妊
産
婦
で
、
家
族

な
ど
か
ら
育
児
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
方

※
同
居
の
ご
家
族
が
就
労
な
ど
で
日
中
、 

不  

　

在
の
場
合
も
対
象
に
な
り
ま
す

▼
サ
ー
ビ
ス
内
容

〇
沐も

く

浴よ
く

介
助
、
赤
ち
ゃ
ん
の
お
世
話
(
ミ

　

ル
ク
授
乳
、
お
む
つ
交
換
な
ど
)

〇
マ
マ
の
仮
眠
時
な
ど
、
休
息
中
の
乳
児

　

の
見
守
り　

〇
市
の
乳
児
教
室
や
市
内
の
医
療
機
関
受

　

診
、
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の
初
回
利

　

用
時
の
同
行

〇
育
児
相
談

▼
利
用
期
間　

　

出
産
予
定
日
の
６
週
間
前
か
ら
出
産
後

1
2
0
日
。
多
胎
児
妊
婦
は
、
産
前
14
週

間
か
ら
出
産
後
2
4
0
日

▼
利
用
時
間

　

30
時
間
(
多
胎
児
は
60
時
間
)

※
1
回
の
利
用
時
間
は
、
お
お
む
ね
2
時

　

間
以
内
で
す
が
、
事
前
に
ご
相
談
く
だ

　

さ
い

▼
訪
問
時
間

　

月
曜
か
ら
金
曜
(
祝
日
、年
末
年
始
除
く
)

　

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時
30
分

▼
料
金　

無
料

▼
申
請
の
期
限

　

出
産
予
定
日
の
4
カ
月
前
か
ら
派
遣
希

望
日
の
1
週
間
前
ま
で

▼
申
請
・
相
談
先

　

直
接
ま
た
は
電
話
で
ひ
と
・
ほ
ん
の
庭

　

に
こ
っ
と
(
☎
36

－

3
1
6
2
)
へ
。

　

月
曜
か
ら
金
曜
(
祝
日
、年
末
年
始
除
く
)

　

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
5
時
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問
財
政
課
（
本
庁
舎
4
階
）
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令
和
令
和
33
年
度
予
算
執
行
状
況

年
度
予
算
執
行
状
況

　

市
で
は
条
例
に
基
づ
き
、
市
の
財
政
状
況
を

年
2
回
公
表
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
3
年
度
下
半
期
(
令
和
4
年
3
月
31
日

現
在
)
の
予
算
執
行
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

一人当たりに使われた金額（一般会計）

会計名 予算額 収入済額 支出済額

一般会計 769億5,450万円
663億3,559万円

（86.2%）
660億8,124万円

（85.9%）

特別会計
（国民健康保険・介護保険など）

325億9,310万円
301億2,074万円 

（92.4%）
285億9,117万円

（87.7%）

公営企業会計
（上下水道事業・病院事業）

366億7,493万円
322億7,580万円 

（95.3%）
348億4,352万円 

（95.0%）

予算の執行状況

市の財産状況

　（　）内は執行率

種類 現在高

地
方
債

一般会計 507億5,941万円

特別会計 2億9,771万円

公営企業会計 437億7,507万円

一時借入金 0円

市
有
財
産

地
方
債
・
一
時
借

入
金
の
現
在
高

※基金とは、条例に基づいて積み立てた市の貯金のことです

区分 現在高
土地 514万1,125㎡

建物 51万41㎡

基金※ 157億1,926万円

有価証券 8億8,538万円

その他
（雇用対策・商業・議会運営など）

　　　　　　15,247円　　

合 計
394,131円

防災・地域振興など
     70,738円

保健・ごみ対策など
36,337円

17.9%

9.2%

借金の返済
33,199円
8.4%

学校運営など
35,710円

9.1%

道路・公園など
36,702円

9.3%

3.9%2.7%

農業振興など
10,565円

昨年同期比
103,373円減

福祉事業など　　　
 142,511円　  　 

36.2%

消防
13,122円

3.3% 軽自動車税など
3,574円

都市計画税
8,589円

市たばこ税
5,941円

固定資産税
75,361円

市民税（法人含む）
       62,101円

39.9%

48.5%

5.5%

2.3%3.8%

合 計
155,566円
昨年同期比
1,632円減

一人当たりの市税負担額（一般会計）
その他
（雇用対策・商業・議会運営など）

　　　　　　15,247円　　

合 計
394,131円

防災・地域振興など
     70,738円

保健・ごみ対策など
36,337円

17.9%

9.2%

借金の返済
33,199円
8.4%

学校運営など
35,710円

9.1%

道路・公園など
36,702円

9.3%

3.9%2.7%

農業振興など
10,565円

昨年同期比
103,373円減

福祉事業など　　　
 142,511円　  　 

36.2%

消防
13,122円

3.3% 軽自動車税など
3,574円

都市計画税
8,589円

市たばこ税
5,941円

固定資産税
75,361円

市民税（法人含む）
       62,101円

39.9%

48.5%

5.5%

2.3%3.8%

合 計
155,566円
昨年同期比
1,632円減

市
内
中
小
企
業
向
け
各
種
支
援

会
社
の
お
悩
み
・
お
困
り
ご
と
を
ご
相
談
く
だ
さ
い

問
産
業
政
策
課
（
西
庁
舎
１
階
）

☎
0
5
3
8

－

37

－

4
9
0
4
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磐
田
版
お
せ
っ
か
い
と
は

　

市
内
企
業
の
皆
さ
ん
か
ら
課
題
や
ニ
ー

ズ
を
伺
い
、
静
岡
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
の

専
門
家
と
共
に
、
解
決
に
向
け
た
個
別
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

静
岡
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
と
は

　

経
済
産
業
省
が
設
置
し
た
中
小
企
業
、

小
規
模
事
業
者
を
対
象
と
す
る
無
料
の
経

営
相
談
所
で
す
。

ま
ず
は
連
絡
し
て
く
だ
さ
い

　

専
門
家
に
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

事
前
に
産
業
政
策
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

相
談
内
容
の
一
例

　

販
路
開
拓
、
W
E
B
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、

I
o
T

・

A
I

・

ロ
ボ
ッ
ト
(
生
産
性
向
上
)

現
場
改
善
(
5
S
)、
創
業
、
事
業
計
画

業
務
改
革
、
補
助
金
関
係

▲事例集は
　こちら

販
売
力
強
化
補
助
金

　

中
小
企
業
な
ど
が
新
た
な
取
り
組
み
と

し
て
実
施
す
る
、
一
般
消
費
者
向
け
新
製

品
・
新
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
や
販
路
開
拓
な

ど
の
経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

※
事
業
完
了
後
、
概
ね
1
年
間
の
う
ち
に

　

新
た
な
売
り
上
げ
を
見
込
む
も
の
が
対

　

象
と
な
り
ま
す

▼
対
象
者

　

市
内
に
事
業
所
を
有
す
る
中
小
企
業
者

な
ど
(
小
規
模
事
業
者
、個
人
事
業
主
含
む
)

▼
対
象
事
業

　

①
新
製
品
・
新
サ
ー
ビ
ス
開
発
事
業
(
採

択
制
)【
第
２
次
募
集
期
間
】
７
月
１
日
㈮

〜
８
月
12
日
㈮　

②
販
路
開
拓
事
業
【
随

時
募
集
】

▼
補
助
金
額

　

対
象
経
費
の
3
分
の
1
(
①
は
1
0
0
万

円
、
②
は
国
内
10
万
円
、
国
外
30
万
円
を

上
限
と
す
る
)

▲詳細は
　こちら
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情
報
公
開
制
度
と
は

　

情
報
公
開
制
度
と
は
、
市
民
参
加
に
よ

る
開
か
れ
た
市
政
を
推
進
す
る
た
め
、
市

が
管
理
し
て
い
る
公
文
書
を
請
求
な
ど
に

基
づ
き
公
開
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
制
度

に
よ
り
、
市
で
は
市
政
に
対
す
る
市
民
の

信
頼
性
の
確
保
や
市
政
の
透
明
性
の
向
上
、

市
民
参
加
の
充
実
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

令
和
3
年
度
の
請
求
な
ど
の
件
数
は
、

1
2
2

件
で
、
全
部
公
開
が
50
件
、
一
部

公
開
が
50
件
、
非
公
開
が
12
件
、
不
存
在

が
10
件
で
し
た
。
な
お
、
決
定
に
対
す
る

不
服
申
し
立
て
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

公
文
書
は
公
開
が
原
則
で
す
が
、
法
律

で
公
開
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
や
個
人

を
特
定
で
き
る
情
報
(
個
人
情
報
)
な
ど
、

公
開
で
き
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

公
文
書
を
請
求
で
き
る
方

◦
市
内
に
住
所
の
あ
る
方

◦
市
内
に
事
務
所
、
ま
た
は
事
業
所
が
あ

る
個
人
お
よ
び
法
人
、
そ
の
他
の
団
体

◦
市
内
の
学
校
や
事
業
所
な
ど
に
通
学
ま

た
は
通
勤
し
て
い
る
方

◦
市
が
行
う
事
務
事
業
に
具
体
的
な
利
害

関
係
の
あ
る
方

　

こ
れ
ら
以
外
の
方
か
ら
公
開
の
申
し
出

が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
で
き
る
限

り
対
応
す
る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。

公
開
の
手
続
き

　

所
定
の
書
式
(
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
)
に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、
市
役
所
本
庁
舎
１
階
の
市
民
相
談

セ
ン
タ
ー
へ
請
求
ま
た
は
申
し
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。
原
則
と
し
て
請
求
な
ど
の
日

か
ら
15
日
以
内
に
公
開
す
る
か
ど
う
か
を

決
定
し
、
ご
連
絡
し
ま
す
。

　

手
続
き
や
閲
覧
は
無
料
で
す
が
、
写
し

の
交
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
費
用
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
請
求
に
対
し
て
公
開
し
な
い
と

の
決
定
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法

に
基
づ
く
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

情
報
公
開
制
度
を
活
用
の
方
へ

よ
り
開
か
れ
た
市
政
を
目
指
し
て

問
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー
（
本
庁
舎
１
階
）
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消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
消
費
生
活

相
談
員
が
、
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
の
売
買
に

関
す
る
相
談
に
の
り
、
助
言
や
情
報
提
供

を
行
い
ま
す
。
近
年
は
消
費
生
活
を
取
り

巻
く
環
境
が
多
様
化
し
便
利
に
な
っ
た
反

面
、
悪
質
商
法
や
架
空
請
求
の
手
口
が
巧

妙
化
・
複
雑
化
し
、
市
内
で
も
被
害
が
後

を
絶
ち
ま
せ
ん
。
被
害
に
遭
っ
た
り
、
疑

問
を
感
じ
た
ら
、
一
人
で
悩
ま
ず
早
め
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
で
き
る
方

◦
市
内
在
住
の
方

◦
他
市
区
町
村
に
お
住
ま
い
で
、
市
内
在

住
者
に
つ
い
て
相
談
を
す
る
方

◦
市
内
の
学
校
や
事
業
所
な
ど
に
通
学
ま

た
は
通
勤
し
て
い
る
方

　

右
記
に
当
て
は
ま
ら
な
い
方
は
、
お
住

ま
い
の
地
域
の
消
費
生
活
相
談
窓
口
ま
た

は
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
(
☎

1
8
8
)

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

相
談
の
流
れ

◦
相
談
の
受
付

　

消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
ト
ラ
ブ
ル

に
関
す
る
相
談
を
、
電
話
ま
た
は
窓
口
で

受
け
付
け
ま
す
。
事
業
者
か
ら
受
け
取
っ

た
契
約
書
な
ど
の
書
類
や
メ
モ
書
き
、
申

込
画
面
の
ス
ク
リ
ー
ン
シ
ョ
ッ
ト
な
ど
、

相
談
の
参
考
と
な
る
も
の
を
ご
用
意
く
だ

さ
い
。
相
談
内
容
を
ま
と
め
て
お
く
と
ス

ム
ー
ズ
で
す
。
た
だ
し
、
人
間
関
係
の
ト

ラ
ブ
ル
や
個
人
間
の
売
買
、
事
業
者
か
ら

の
相
談
な
ど
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

◦
対
処
方
法
の
ア
ド
バ
イ
ス

　

解
決
策
や
事
業
者
と
の
交
渉
方
法
の
ア

ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
。
必
要
に
応
じ
て
、

相
談
員
が
間
に
入
っ
て
仲
介
を
行
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

◦
専
門
機
関
な
ど
の
紹
介

　

専
門
知
識
を
必
要
と
す
る
案
件
な
ど
、

解
決
が
難
し
い
場
合
は
、
弁
護
士
に
よ
る

法
律
相
談
や
専
門
機
関
に
よ
る
相
談
窓
口

を
紹
介
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー　

☎
０
５
３
８

－

37

－

２
１
１
３　

平
日
午
前
8
時
30
分
〜
午

後
4
時(

祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く)

「
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
」
を
ご
存
知
で
す
か

消
費
生
活
で
困
っ
た
と
き
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

問
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー
（
本
庁
舎
１
階
）
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知らせお

142022年（令和4年）6月号

　

磐
田
市
で
は
、
東
京
23
区
の
在
住
者
ま

た
は
東
京
圏
(
東
京
・
神
奈
川
・
千
葉
・

埼
玉
)
在
住
で
23
区
へ
の
通
勤
者
が
、
磐

田
市
内
に
移
住
し
、
静
岡
県
が
選
定
し
た

中
小
企
業
に
就
職
し
た
場
合
な
ど
に
、
支

援
金
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
額

　

1
世
帯
1
0
0
万
円

　

(
単
身
の
場
合
は
60
万
円
)

※
18
歳
未
満
の
世
帯
員
を
帯
同
し
て
移
住

す
る
場
合
は
、
18
歳
未
満
の
者
1
人
に

つ
き
30
万
円
を
加
算

申
請
受
付
期
限

　

令
和
５
年
１
月
31
日
㈫

対
象
者

　

移
住
要
件
と
就
業
要
件
を
満
た
す
方
の

う
ち
、
次
の
①
と
②
両
方
に
あ
て
は
ま
る
方

①
申
請
時
に
移
住
か
ら
3
カ
月
以
上
1
年

以
内
で
あ
る
方

②
申
請
後
5
年
以
上
継
続
し
て
磐
田
市
へ

居
住
す
る
意
思
が
あ
る
方

移
住
・
就
業
支
援
金 

を
支
給
し
ま
す

東
京
圏
か
ら
の
移
住
を
支
援
！

問
政
策
推
進
課
（
本
庁
舎
4
階
）
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移
住
要
件

　

次
の
①
と
②
の
両
方
に
あ
て
は
ま
る
方

①
移
住
す
る
直
前
の
10
年
間
の
う
ち
、
通

算
５
年
以
上
、「
23
区
内
に
在
住
」
ま
た

は
「
東
京
圏
(
条
件
不
利
地
域
を
除
く
)

に
在
住
し
、
23
区
内
へ
通
勤
な
ど
」
し

て
い
た
方

②
移
住
す
る
直
前
に
、
連
続
し
て
１
年
以

上
、「
23
区
内
に
在
住
」
ま
た
は
「
東
京

圏
(
条
件
不
利
地
域
を
除
く
)
に
在
住
し
、

東
京
23
区
内
へ
通
勤
な
ど
」
し
て
い
た
方

就
業
要
件

　

静
岡
県
が
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト
に
移
住
・

就
業
支
援
金
の
対
象
と
し
て
掲
載
す
る
企

業
に
新
規
就
業
し
た
方　

ほ
か

※
そ
の
他
の
「
就
業
要
件
」、
申
請
方
法
な

ど
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、
政
策
推
進
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

　

近
年
、
短
時
間
で
局
地
的
に
大
雨
が
降
る

ゲ
リ
ラ
豪
雨
や
、
台
風
な
ど
に
よ
る
浸
水
被

害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
被
害
を
抑
え
る
た

め
に
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
も
自
ら
行
動
し

て
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

市
で
は
、
大
雨
に
備
え
各
自
で
土
の
う
を

作
っ
て
持
ち
帰
る
こ
と
の
で
き
る
「
土
の
う

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
市
役
所
本
庁
舎
北
側
と

各
支
所
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

問
道
路
河
川
課
（
西
庁
舎
2
階
）
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▲本庁舎北側に設置された土のうステーション

土
の
う
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

土
の
う
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
設
置
し
ま
す

を
設
置
し
ま
す

大
雨
に
備
え
て
安
心

土
の
う
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
使
い
方

▼
受
付
場
所
で
申
請
書
を
記
入
し
、
そ
の
場

で
土
の
う
袋
を
渡
し
ま
す
。
一
度
の
申

請
に
つ
き
、
一
世
帯
当
た
り
20
袋
を
上

限
と
し
ま
す

▼
作
成
場
所
を
案
内
し
ま
す
。
土
の
う
の
管

理
や
処
分
は
各
自
で
お
願
い
し
ま
す
。
返

却
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん

▼
利
用
料
は
か
か
り
ま
せ
ん

▼
土
の
う
作
製
は
安
全
の
た
め
原
則
、
受
付

時
間
内
に
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
荒
天

時
や
夜
間
の
利
用
は
禁
止
し
ま
す

▼
浸
水
対
策
の
た
め
に
利
用
し
て
く
だ
さ
い

道路河川課 ( 西庁舎 ) ☎ 0538-37-4808

福田支所市民生活課 ☎ 0538-58-2370

竜洋支所市民生活課 ☎ 0538-66-9100

豊田支所市民生活課 ☎ 0538-36-3150

豊岡支所市民生活課 ☎ 0539-63-0020

申請受付・設置場所

受付時間　午前8時30分～午後5時15分
　　　　　※月～金曜日（祝日、年末年始除く）
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樹
木
所
有
者
の
皆
さ
ん
へ

樹
木
所
有
者
の
皆
さ
ん
へ

問
道
路
河
川
課
（
西
庁
舎
2
階
）
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個
人
の
所
有
地
か
ら
樹
木
や
生
垣
、
草

な
ど
が
道
路
に
張
り
出
し
、
車
両
や
歩
行

者
な
ど
の
通
行
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
箇

所
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
が
原
因

と
な
り
車
両
や
歩
行
者
な
ど
に
事
故
が
発

生
し
た
場
合
は
、
樹
木
な
ど
の
所
有
者
が

責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

所
有
す
る
樹
木
な
ど
の
適
正
な
管
理
を

お
願
い
し
ま
す
。

作
業
時
の
注
意
事
項

①
電
線
や
電
話
線
が
あ
る
箇
所
の
作
業
は
、

事
前
に
最
寄
り
の
中
部
電
力
㈱
営
業
所

ま
た
は
N
T
T
支
店
に
連
絡
し
、
作
業

を
行
っ
て
く
だ
さ
い

②
作
業
時
は
、
通
行
す
る
歩
行
者
や
自
転

車
な
ど
の
安
全
確
保
と
樹
木
か
ら
の
転

落
な
ど
に
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い

磐
田
市
危
険
木
除
去
事
業
費

補
助
制
度
の
ご
案
内

　

樹
木
の
所
有
者
に
対
し
、
倒
木
に
よ
り

道
路
交
通
の
危
険
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
樹

木
を
根
元
か
ら
除
去
す
る
の
に
掛
か
っ
た

費
用
を
補
助
す
る
制
度
で
す
。
申
し
込
み

な
ど
詳
し
く
は
、
道
路
河
川
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
と
な
る
樹
木

　

木
の
高
さ
が
お
お
む
ね
10
m
以
上
、
か

つ
幹
の
太
さ
が
胸
高
で
20
㌢
以
上
あ
る
樹

木
で
、
倒
木
に
よ
り
市
道
を
ふ
さ
ぐ
な
ど

交
通
の
支
障
と
な
る
恐
れ
の
あ
る
も
の
。

▼
補
助
金
額

　

樹
木
の
所
有
者
等
が
樹
木
を
除
去
す
る

の
に
か
か
る
費
用
の
う
ち
、
経
費
の
2
分
の

１
以
内
で
上
限
20
万
円

▼
注
意
事
項

　

・
剪せ

ん
て
い定

や
枝
払
い
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

　

・
除
去
作
業
後
の
申
請
は
受
け
付
け
て

　
　

い
ま
せ
ん
。
事
前
に
道
路
河
川
課
へ

　
　

対
象
の
可
否
に
つ
い
て
確
認
後
、
申

　
　

請
し
て
く
だ
さ
い

道
路
に
張
り
出
し
て
い
る
樹
木
な
ど
の
適
正
な
管
理
を

道
路
に
張
り
出
し
て
い
る
樹
木
な
ど
の
適
正
な
管
理
を

門
・
塀
・
擁よ

う

壁へ
き

な
ど
設
置
す
る
際
の
ル
ー
ル

敷
地
の
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
部
分
は
道
路
扱
い

問
建
築
住
宅
課
（
西
庁
舎
2
階
）
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補
助
制
度
が
あ
り
ま
す
。
撤
去
す
る
前
に

建
築
住
宅
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

道路道路 建築行為
既存建築物

建築物

建築行為前建築行為後 1.8m以上4m未満

2m 2m

1.8m以上4m未満

2m 2m

門・塀・擁壁など

建築行為後の門・塀・擁壁など

道路中心線
道路境界線
後退線

道路中心線
道路境界線
後退線後退線内を避けて

新設した門・塀・擁壁など

セットバック部分

セットバック部分

　

建
築
基
準
法
で
は
、
建
設
行
為
を
行
う

際
、
接
す
る
道
路
の
幅
員
が
4
m
未
満
の

場
合
、
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
す
る
必
要
が
あ
り
、

敷
地
の
道
路
境
界
線
と
後
退
線
の
間
(
セ
ッ

ト
バ
ッ
ク
部
分
)
を
道
路
と
み
な
し
ま
す
。

そ
の
た
め
、
そ
の
敷
地
の
所
有
者
で
あ
っ

て
も
、
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
部
分
を
自
由
に
利

用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

緊
急
車
両
な
ど
の
通
行
や
、
災
害
時
に

避
難
路
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
、
セ
ッ

ト
バ
ッ
ク
部
分
に
塀
や
擁
壁
な
ど
を
つ
く

る
こ
と
は
で
き
ず
、
あ
く
ま
で
も
道
路
と

し
て
使
用
さ
れ
る
土
地
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
幅
員
が
4
m
未
満
の
道
路

の
こ
と
を
「
2
項こ

う

道
路
」
や
「
み
な
し
道
路
」

と
呼
び
、
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
か
は
、
建

築
住
宅
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
現
在
、
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
部
分
に

門
・
塀
・
擁
壁
な
ど
が
あ
る
場
合

　

建
築
行
為
を
行
う
際
に
そ
れ
ら
を
撤
去
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
道
路
に
面
す
る

危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
撤
去
す
る
場
合
の

接
す
る
道
路
が
幅
員
４
㍍
未
満
の
場
合

に
建
築
行
為
を
す
る
イ
メ
ー
ジ
図




